
 

 

 

 

 

 

今年は短い夏休みになりますが、「安全にそして安心して過ごすこと」を一番に願っています。夏季休業期間中の

相談窓口についてもご活用ください。なお、緊急を要する場合には第三中学校にもご連絡ください。 

 

夏休み中に困ったことがあったら必要に応じて相談してください 

 

○LINE 相談 ＊毎週月曜日の午後 5 時～午後 9 時相談受け付け 

 

○児童相談所全国共通ダイヤル 

 １８９  ※児童虐待に関する通告や子育ての悩み等の相談窓口です。 

 

○いじめ相談電話（摂津市） 

０６－６３８３－７８３０（なやみゼロ）＊月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

 

○おなやみ相談電話（摂津市教育センター 教育支援課） 

０７２－６３７－０７８３（おなやみ）＊月曜日～金曜日  午前９時～午後５時 

 

○『すこやか教育相談２４』 

０１２０－０―７８３１０＊２４時間対応の電話相談窓口です。（ＩＰ電話からはかかりません。） 

 

○大阪府教育センター『すこやか教育相談』 

すこやかホットライン（子どもからの相談）０６－６６０７－７３６１ Ｅメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp 

さわやかホットライン（保護者からの相談）０６－６６０７－７３６２ Ｅメール：sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp 

＊電話相談 午前９時３０分～午後５時３０分 月～金曜日（祝日・休日・年末年始は除く） 

 

○被害者救済システム『子ども家庭相談室』 

フリーダイヤル ０１２０－９２８－７０４（18 歳未満のみの対応） 

０６－４３９４－８７５４（保護者からの相談も対応）＊大阪府教育委員会が運用する権利擁護機関による相談窓口です。 

＊午前１０時～午後８時  月・火・木曜日（祝日・休日は除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂津市立第三中学校ホームページ 

 

 

摂津市学園町 1 丁目 3 番 1 号 TEL ０７２－６３３－０００７ 

🔶 体育祭について 🔶 

 

１０月９日（金）に、体育祭を行う予定です。 

今年度は、種目を精選するとともに競技内容にも

変更を加え、感染症予防に努めながら開催します。 

申し訳ありませんが 3 年生の保護者のみのご来

校に限らせていただく予定です。詳細は改めてご案

内します。 

🔶 文化鑑賞会について 🔶 

 

 11 月 3 日（火）摂津市文化ホールにて

文化部の発表を行います。保護者の方にの

みご来場いただきます。この日の様子をビ

デオ撮影し、生徒は 11 月 6 日（金）に校

内でその動画を鑑賞します。詳細は改めて

ご案内します。 



給食 給食

1日 土 1日 火 ○

2日 日 2日 水 ○

3日 月 三者懇談 3日 木 耳鼻科検診 ○

4日 火 三者懇談 4日 金 ○

5日 水 三者懇談　集金振替日 5日 土

6日 木 終業式 6日 日

7日 金 7日 月 生徒会委員会　　集金振替日 ○

8日 土 8日 火 ○

9日 日 9日 水 3年生一泊研修 ○

10日 月 山の日 10日 木 3年生一泊研修 ○

11日 火 11日 金 ○

12日 水 12日 土 PTA 運営委員会

13日 木 学校閉庁日 13日 日

14日 金 学校閉庁日 14日 月 生徒会委員会 ○

15日 土 学校閉庁日 15日 火 ○

16日 日 16日 水 朝の集い ○

17日 月 17日 木 ○

18日 火 始業式 18日 金 ○

19日 水 ○ 19日 土

20日 木 集金再振替日 ○ 20日 日

21日 金 検尿2次 ○ 21日 月 敬老の日

22日 土 22日 火 秋分の日

23日 日 23日 水 集金再振替日 ○

24日 月 生徒会委員会 ○ 24日 木 中間テスト

25日 火 ○ 25日 金 中間テスト

26日 水 ○ 26日 土

27日 木 眼科検診 ○ 27日 日

28日 金 第2回実力テスト（3年生） ○ 28日 月 ○

29日 土 29日 火 歯科検診① ○

30日 日 30日 水 ○

31日 月 生徒会委員会 ○
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今年度は新型コロナウイルス感染症への対応により、各地域で外出自粛要請等がされていることか

ら、例年どおりの河川利用状況とならない可能性はありますが、例年ゴールデンウィーク期間から学

校等の夏休み期間にかけては河川利用者が増加する傾向があり、今年度も河川水難事故発生が懸念さ

れます。 

河川には目に見えないところに深みや流れの速い場所があり、浅瀬であっても危険性は否めません。

増水時に近づかないことはもちろんですが、安易に河川に近づかないようにしましょう。 

河川における水難事故防止について 

 


